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論 文 内 容 の 要 旨

本論文は次の章別編成か ら成る。

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

第九章

第十章

第十一章

序 論

統教論

治教論

宗教法の観念

宗教法の法源

宗教団体論

宗教団体法人論

宗教団体包括関係論

本末関係及び法類論

宗教団体機関論

教師論
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第十二章

第十三章

第十四章

第十五章

第十六章

檀教信徒氏子崇敬者論

わが国における宗教立法の沿革

宗教法人制度論

国際宗教法論

結 語

2,宗 教 に 関 す る法 に つ い て の研 究 と して は 、我 国で は戦 前,下 間 空 教 氏 の 「宗 教 法 研 究 」(昭

和12年)と い う秀 れ た 先駆 的研 究 が あ り、戦 後 は 、井 上 恵行 氏 の 「宗 教 法 人 法 の 基礎 的研 究 」

(昭 和44年)等 の 業績 が あ る。 しか し、 下 間 氏 の研 究 は、 組織 的 体 系 的宗 教 法 論 を展 開 しよ

うと しな が らも 、未 完 成 の ま ま に終 っ て お り、 その 他 の 業績 は い ず れ も部 分 的 テ ーマ の研 究 に

と ど ま って い る 。本 論 文 は これ らの諸 業 績 を 踏 まえ つ つ 、従 来 見 られ な か った ほ ど の 包括 性 を

も って 、宗 教 に 関す る法 につ いて の 広 汎 且 つ 多 岐 に わ た る研 究 を 試 み た もの で あ る。

総 論 的 部分 と して 、 まず 、宗 教 法 の 観 念 と宗 教 法 の 法 源 を 論 じ、 次 に 国家 の宗 教 団体 に 対 す

る統 治 作 用 た る統 教 権 に つい て、歴 史 的 に 観察 し、 そ の 現 代 的 観 念 に 及 び 、 さ らに宗 教 団体 の

自己 の 宗 門 に対 す る統 治 作 用 た る治教 権 を 論 じ 、 また宗 教 団体 の 意義 と本 質 、 そ の種 類 、宗 教

団 体 の 目的 、構 成 要 素 、 その 存在 形態 、 さ らに宗 教 団体 の法 人格 非 法 人宗 教 団 体 等 につ い て論

じて い る。 さ らに、 各 論 的 部 分 と して は宗 教 団体 の包 括 関係 に つ い て 、包 括 の 概 念 、包 括 形 態 、

包 括 の 法 的 性 質 、 包括 関 係 の 設 定 、 変更 、廃 止 及 び 消 滅 を 論 じ、 あ わ せて 本 末 関係 、法 類 に も

論 及 して い る。 また 、宗 教 団体 の機 関を 統 理 機 関、 執 行 機 関 、議 決 機 関、 審 査 機 関 、 監 査 機 関

及 び諮 問機 関 に分 け て論 述 し、教 師(聖 職 者)に つ いて は 、 その 意 義 、 資 格 、 等 級 、 名 称 、 任

免 進退 、権 利 義 務、 制 限 等 に つ い て論 じ、信 者 につ い て は 、 これ を 檀 教信 徒 氏 子 崇 敬 者 の 一括

名 称 の もと に 、 それ ぞ れ につ い て 、 そ の意 義 、資 格 、地 位 の 得 喪 、 そ の 権 利 義 務 等 につ い て 論

じ、 あ わせ て そ の総 代 に 論 及 して い る 。 ま た、 わ が国 に お け る宗 教 立 法 の沿 革 につ い て述 べ 、

さ らに宗 教 法 人 制 度 につ いて 宗 教 立 法 の 限 界 を 論 ず ると と もに 、最 後 に 、 国際 宗 教 法 に つい て、

そ の 観 念 、宗 教 事項 を ふ くむ 一般 条 約 及 び政 教 条 約 に つ い て も 論及 して い る。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨

本論文は広範なテーマをとりあげている。その内容は必ずしも、総合的な理論体系にまで高め

られているとはいえないが、それは、我国における宗教法学の歴史及び現状に照 らしてやむを得

ない。それぞれのテーマについての叙述は,精 力的に集められた文献の渉猟の上に立つもので,

現段階における我国宗教法学の成果を総合 したものということができ、叙述も平明で、今後の我

国宗教法学に寄与するところ少なか らぬ業績であると認め られる。

以上によって、本論文の提出者は、法学博士の学位を授与されるに値するものと認める。

法14


